
 

 

 

研究活動の不正防止に関する基本方針（不正防止ポリシー） 

大阪商業大学は、社会に対する大学の責任及び利害関係者への社会的説明責任を果たすため「研究活動

の不正防止にかかる基本方針（不正防止ポリシー）」を宣言し、学長のリーダーシップのもと研究活動

の適切な運営・管理に努めてまいります。 

  

◇法令、指針、ガイドラインの遵守 

研究活動不正防止に関する法令、国及び研究費の配分機関等の定める指針、ガイドライン等を遵守し

ます。 

 

◇機関内の責任体制の明確化 

研究活動の不正行為を防止する対策を推進するため、教職員を適切に配した責任体制を整備します。 

1. 最高管理責任者は、本学全体を統括し、公的研究費及び研究活動の運営・管理について最終責任

を負うものとし、学長をもって充てる。最高管理責任者は、不正防止計画の基本方針を策定・周

知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコン

プライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費及び研究活動の運営・管理が行えるよう適切

にリーダーシップを発揮する。  

2. 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費及び研究活動の運営・管理について本

学全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、副学長をもって充てる。 また、不正防止

対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、大学全体の具体的な対策

を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、最高責任者に報告する。 

3. コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示のもと、管理監督または指導する各部局

（以下「各部局」という。）における公的研究費及び研究活動の運営・管理について、実質的な

責任と権限を持つものとし、学部長及び事務局長をもって充てる。コンプライアンス推進責任者

は、不正防止を図るため、各部局内の公的研究費の運営・管理に関わる全ての教職員に対し、コ

ンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督するとともに、各部局において、教職員が適

切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。

また、不正防止計画をはじめとする各部局の具体的な対策を実施し、実施状況を統括管理責任者

に報告する。 

4 コンプライアンス推進副責任者は、コンプライアンス推進責任者の指示のもと、各部局において

公的研究費の適正な管理・執行が行われているかを把握し、管理・執行状況についてコンプライ

アンス推進責任者に報告するものとし、庶務課長をもって充てる。 

5. 研究倫理教育責任者は、不正行為を抑止する環境整備を図り、広く研究活動にかかわる者を対象

に研究倫理教育を啓発・促進するものとし、研究活動管理・監査委員会が指名した専任教職員を

もって充てる。 

 

 



 

 

 

◇各種規程、運用ルールの整備 

学内諸規程、運用ルールを最新の法令、指針、ガイドラインに沿って随時見直し、本学の実態にあっ

た実効性のある管理機能を確保します。 

 

◇不正防止計画の策定・実施 

 統括管理責任者は、研究活動管理・監査委員会と連携し、不正防止計画を策定・実施し、実施状況を

確認するとともに、進捗状況を最高管理責任者に報告します。また不正の抑止のための是正を随時行

います。 

 

◇研究者及び事務職員に対する研究活動等不正防止のための研修の実施 

研究者及び事務職員に対し、研究活動の不正防止に関する規程、運用ルール及び研究倫理教育等、不

正防止に必要な研修を実施します。 

 

◇研究者としての素養をもつ学生の育成 

学生に対し、研究に対する姿勢と学術の両面の教育を行い、研究者として品格と資質を併せ持つ学生

を育成します。 

 

◇モニタリング及び適切な監査の実施  

不正発生時の早期発見及び不正の抑止のためのモニタリングの実施及び学校法人谷岡学園監査室と

連携し監査を適切に実施します。また研究活動管理・監査委員会は、不正の発生要因を検証し、学内

において情報の共有を図ります。 

 

◇研究費の適切な運営・管理 

 実態を踏まえ、業務が最も効率的かつ公正に遂行できる手続等、実効性ある取組によって研究費の適

切な運営・管理を行います。 

  

◇取引業者への対応 

一定の取引実績のある取引業者に対し、不正防止に関する協力及び誓約書の提出を求めます。不正な

取引に関与した業者に対しては、取引停止等の処分を科します。 

  

◇研究活動の不正にかかる告発窓口の設置及び情報の伝達を確保する体制の確立 

 研究にかかる不正使用及び不正行為に関して、機関の内外からの相談及び通報に対して適切な対応を

行うための相談及び通報窓口を設置し、情報が適切に伝達される体制の構築に努めます。 

 

◇不正への対応 

 不正への対応は、まず研究者自らの規律及び科学コミュニティ、大学等の研究機関の自律に基づく自

浄作用を促す環境を整備します。 

不正事案の調査にあたっては、大学の責任の下、迅速性・透明性・秘密保持を担保し、中立・公正か

つ厳格な対応を行います。 


